
 

 

 

令和 7年 6月 10日 

　報道機関各位 

吉川市政策室主幹　 

 

 

吉川駅北口駅前広場は、土地区画整理事業による整備から30年以上が経過し、

交通の安全性や、バリアフリー化をはじめ、施設の老朽化など、さまざまな課題

が生じています。 

利用する方々の交通安全を最優先に、これらの課題に対応していくため、令和6

年度に交通島などの既存施設の撤去工事を行い、令和 7年度から令和 9年度にか

けて、段階的に連続した上屋（シェルター）や照明、送迎用有料駐車場の設置工

事などを行う予定です。 

令和 7年度は、吉川駅北口駅前広場の東側と南側において、連続した上屋（シ

ェルター）や照明灯の設置、歩道舗装工などの工事を行うため、吉川駅北口駅前

広場改修工事（令和 7年度）の工事請負契約の締結について、現在開会中の吉川

市議会定例会において、令和7年 6月 16日に 1件の追加議案を上程し、議決を得

ようとするものです。 

 

　　概要 

　工 事 名　吉川駅北口駅前広場改修工事（令和7年度） 

工事場所　吉川市木売一丁目地内（吉川駅北口駅前広場） 

工　　期　契約締結日から令和8年 3月 31日 

契約金額　300,300,000 円 

工事大要　・連続した上屋（シェルター）の設置288㎡ 

・車道・歩道照明の設置5基 

・歩道舗装工（透水保水性平板ブロック）740㎡ 

 

 

 

 

 

 

 令和 7 年第 3 回(6 月)吉川市議会定例会における 

追加議案について
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この件に関するお問合せ先 

l お問合せ：都市建設部　道路課　☎048・982・9814

吉川市 

記事提供：政策室　広聴広報担当 ☎048・982・5112

イメージパース① イメージパース②


